
 



 



 



病（後）児保育室           保育室事業継続計画 

 

１，基本方針 

（１）目的 

 本計画は、緊急事態においても、利用者とスタッフ及びその家族の安全を確保しながら施設の運営を

継続することを目的として策定する。 

（２）基本方針 

 以下の基本方針に基づき、緊急時における運営継続に向けた対応を行う。 

 人命（利用者・スタッフ）の安全を守る 

 保育室の運営を早期に回復する 

  

  

  

２、被害想定 

（１）インフラへの影響 

ライフライン 例）停電 水道の停止 

情報通信 例）固定電話が繋がらない インターネットが繋がらない 

  

  

  

  

（２）施設への影響 

利用者 スタッフ 例）窓ガラスの破片での負傷 

物 例）マスクの納入が滞る 

  

  

  

  

３，事前対策 

（１）ライフラインへの事前対策 

 何をやる？ いつやる？ 誰がやる？ 

例）停電 非常電源の充電 月 1 回確認 主任保育士 

    

    

    

    

    

    



（２）情報通信への事前対策 

 何をやる？ いつやる？ 誰がやる？ 

例）電話 SNS での連絡網作成 入職時 担当保育士 

    

    

    

    

    

    

（３）利用者・スタッフへの事前対策 

 何をやる？ いつやる？ 誰がやる？ 

利用者の負傷 窓ガラス飛散防止フィルム 速やかに 担当保育士 

    

    

    

    

    

    

（４）物への事前対策 

 何をやる？ いつやる？ 誰がやる？ 

マスクの不足 ローリングストック 定期的 看護師 

    

    

    

    

    

    

 

４，緊急時の体制 

 災害発生により緊急事態となった際、責任者及び代理責任者は以下の通りとする。 

    統括責任者  例）施設長                       

    代理責任者① 例）看護師                       

    代理責任者② 例）主任保育士                     

 

５，運用 

 年に 1 回運営継続計画の実施状況を確認するとともに、必要に応じて見直し変更する。 

 

年  月  日作成 


